
○ 問診票を乗船時に提出してください。

○ 発熱者は乗船できません。

○ 解熱後の乗船条件は、「２週間分の検温結果又は医師の診断や陰性（※）であった場合」です。

　 ※医師の診断や陰性は診断書にて証明をお願いいたします。
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℃

一般乗船者

問　診　票

（ア） ２週間以内に風邪の症状や37.0℃以上の発熱が

（イ） ２週間以内に強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）が

この問診表は、実習船における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として行うもので、提出時には個人情報として扱い、
学校長及び当該船船長以外に開示は行わず、他の目的には使用しません。
同感染症終息時には速やかにシュレッダー処理します。

同居者に （ア） 又は （イ） の症状が

１ヶ月以内に外国への渡航歴が
ある

（国名　地名：　　　　　　　　　　　　　　　期間：　　　　　　　　　　　　　　　）

新型コロナウイルス感染者と濃厚な接触が

現在の体温は 月　　　　　　日　　　　　　時


